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公立大学法人広島市立大学が保有する保有個

人情報の開示等に関する規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 29 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人広島市立大学（以下「法人」という。）が保有す

る保有個人情報について、広島市個人情報保護条例（平成16年広島市条例第４号。

以下「条例」という。）に規定する開示、訂正及び利用停止に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （本人に代わって開示請求等を行う者） 

第２条 条例第９条第２項（条例第22条第２項及び第28条第３項において準用する

場合を含む。次項において同じ。）の実施機関が定める者は、次に掲げる者とす

る。 

 ⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第20条に

規定する保護者（本人の配偶者又は扶養義務者が当該本人の保護義務を行う場

合に限る。） 

 ⑵ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第47条に規定する児童福祉施設の長 

 ⑶ 前２号に準ずる者として法人が認めたもの 

２ 法人は、条例第９条第２項に規定する者から本人に代わって開示請求、訂正請

求又は利用停止請求をされた場合には、当該本人の権利利益を侵害することのな

いよう、必要な措置を講ずるものとする。 

 （開示請求書等の様式） 

第３条 条例第10条第１項の開示請求書、条例第23条第１項の訂正請求書及び条例

第29条第１項の利用停止請求書の様式は、別に定める。 

 （本人確認に必要な書類） 

第４条 条例第10条第２項（条例第18条第４項、第23条第３項及び第29条第２項に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ。）に規定する本人であることを

証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号のいずれかに掲

げる書類とする。 

 ⑴ 条例の規定により開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をし、又は保有

個人情報の開示を受けようとする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及
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び住所又は居所が記載され、かつ、その者の写真がはり付けられている運転免

許証、旅券その他法人が認める書類 

 ⑵ 前号に規定する者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が

記載されている国民健康保険被保険者証、国民年金証書その他法人が認める書

類のうちいずれか２種類の書類 

２ 条例第10条第２項に規定する本人に代わって開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求をしようとする者又は本人に代わって保有個人情報の開示を受ける者

であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる

書類とする。 

 ⑴ 当該本人に代わって請求をしようとする者に係る前項各号のいずれかに掲げ

る書類 

 ⑵ 当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他法人が認める書類 

 （通知の方法） 

第５条 条例第15条第２項、第４項及び第５項、第16条第１項、第17条第２項及び

第３項（条例第33条において準用する場合を含む。）、第25条第２項、第４項及び

第５項、第26条第１項、第27条、第31条第２項、第４項及び第５項並びに第32条

第２項の規定による通知は、書面により行うものとする。 

 （第三者に対する通知に当たっての注意） 

第６条 法人は、条例第17条第１項又は第２項の規定により、第三者に対し、当該

第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情

 報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

 （第三者に対する通知事項） 

第７条 条例第17条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 開示請求の年月日 

 ⑵ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２ 条例第17条第２項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 開示請求の年月日 

 ⑵ 条例第17条第２項各号のいずれに該当するかの別及びその理由 

 ⑶ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

 （開示の実施の期日等の指定） 

第８条 条例第18条第１項の規定による保有個人情報の開示の実施の期日及び場所
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は、法人が指定する。 

 （開示の実施の方法等の申出等） 

第９条 条例第18条第２項の規定による申出は、法人が必要と認めたときは、書面

で行わなければならない。 

２ 条例第18条第２項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 求める開示の実施の方法（開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる

方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開

示の実施の方法） 

 ⑵ 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっ

ては、その旨及び当該部分 

 （開示の制限等） 

第１０条 保有個人情報の開示（写しの交付を除く。）を受ける者は、開示に係る公

文書（その写しを含む。）又は開示のため使用する専用機器を汚損し、又は破損

しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。 

２ 法人は、前項の規定に違反する者に対し、開示を中止することができる。 

 （簡易開示） 

第１１条 条例第19条第２項の実施機関が別に定める方法は、法人が次に掲げる事

項について定めて告示するものとする。 

 ⑴ 口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報の内容 

 ⑵ 口頭による開示請求を行う場所 

 ⑶ 開示方法 

 ⑷ 口頭による開示請求を受け付ける期間 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、法人が定める事項 

 （写しの交付に係る料金の額等） 

第１２条 条例第21条第４項に規定する料金の額は、別表に定める額とする。 

２ 前項の料金は、条例第18条第２項に規定する申出の際、納付しなければならな

い。 

３ 法人は、特別な理由があると認めるときは、第１項の料金を減免することがで

きる。 

   附 則 

この規程は、平成22年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この規程は、平成28年１月１日から施行する｡ 

附 則  

１ この規程は、平成30年３月26日から施行する。 

２ この規程の規定による改正後の公立大学法人広島市立大学が保有する公文書の

開示に関する規程及び公立大学法人広島市立大学が保有する保有個人情報の開

示等に関する規程（以下「開示規程」という。）は、平成28年４月１日から適用

する。 

３ 改正前の開示規程の規定に基づいて平成28年４月１日からこの規程の施行の日

の前日までの間に法人で収入した手数料は、改正後の開示規程の規定による手数

料の内払収入とみなす。 

 

別表（第12条関係） 

 ⑴ 文書又は図画 

区 分 単位 料金の額 

カラー複写によ

る写しの交付 
１枚につき 20円（用紙の両面を用いるときは、40円） 

その他の写しの

交付 
１枚につき 10円（用紙の両面を用いるときは、20円） 

 備考 用紙の規格は、日本工業規格のＡ列３番、Ａ列４番、Ｂ列４番及びＢ列５

番とする。 

 ⑵ 電磁的記録 

区 分 単位 料金の額 

録音テープを録音カセットテープ（記録時間120分

のものに限る。）に複写したものの交付 
１巻につき 220円 

ビデオテープをビデオカセットテープ（記録時間

120分のものに限る。）に複写したものの交付） 
１巻につき 280円 

電磁的記録を日本工業規格Ａ列３番の大きさ（以

下「Ａ３大」という。）以下の用紙にカラーで出力

したものの交付 

１枚につき 20円 
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電磁的記録をＡ３大を超える用紙にカラーで出力

したものの交付 

Ａ３大まで

ごとに 
20円 

電磁的記録をＡ３大以下の用紙に単色で出力した

ものの交付 
１枚につき 10円 

電磁的記録をＡ３大を超える用紙に単色で出力し

たものの交付 

Ａ３大まで

ごとに 
10円 

電磁的記録をフロッピーディスク（幅90ミリメー

トルのものに限る。）に複写したものの交付 
１枚につき 60円 

電磁的記録を光ディスク（直径120ミリメートル

で、記憶容量700メガバイトのものに限る。）に複

写したものの交付 

１枚につき 100円 

電磁的記録を光ディスク（直径120ミリメートル

で、記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。）に複

写したものの交付 

１枚につき 130円 

 


